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『火入れ』 は 事前に許可申請が必要です!! 

   「火入れ」とは… 

森林法に基づき森林を保全するため、土地の利用上の目的のために、森林または

森林の周囲１㎞の範囲内の土地にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する

行為をいいます 
 

  土地の利用上の目的とは… 

①造林のための地ごしらえ、②開墾準備、③害虫駆除、④焼畑、⑤採草地の改良 

詳しくは、市ホームページ 

 ページ番号 1012205  

(二次元コード)を参照 

 

  「火入れ」を行うときは… 

① 申請者 は、火入れ実施の 10日前までに犬山市に必要資料を提出 

≪条件≫・1 回の申請につき、面積 2ha（=20,000 ㎡）まで 

・許可の対象期間は 10 日まで 

・火入地の面積 0.5ha（=5,000 ㎡）につき火入従事者３人以上が必要 

・火入地の周囲に防火帯（幅 5ｍ以上、火入地が傾斜地の場合は 10ｍ以上）が必要 

② 犬山市 は、周囲に延焼のおそれがないと認められる場合に許可証を交付 

③ 火入者（火入れの許可を受けた者） は、実施前日までに犬山市に火入れの場所と日時を通知 

 ※犬山市は、火入れの許可を行った場合は、消防長にその旨を通知します。 
 

  注意事項 
・許可後においても延焼その他危害の発生のおそれが生じたときは、 

火入れの差止め又は方法もしくは期日の変更その他必要な指示を 

行うことがあります。 

・実施日の気象状況等により火入れの中止を指示する場合があります。 

・許可を得ずに火入れを実施した場合や、実施時に防火に必要な設備の 

準備を怠った場合などは、罰則規定があります。 


